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ごあいさつ 
 

宍粟
しそ う

市は、平成 17 年（2005）４月１日に、旧宍粟郡の山崎
町・一宮町・波賀町・千種町の４町が合併して誕生しました。
1,000m 級の山々と豊かな森林

も り
、揖保川・千種川水系の清流に育

まれた地域の特性を活かし、「人と自然が輝き みんなで創る 
夢のまち」を将来像に、「森林

も り
から創

はじ
まる地域創生」をまちづく

りのテーマとして掲げ、「住んで良かった」「いつまでも住み続
けたい」と思えるまちづくりを進めています。 
市名の由来は、奈良時代の『播磨国風土記』に記された「宍禾郡

しさわのこおり
」により、古代か

ら西播磨の経済・産業・文化の拠点、内陸交通の要衝として歴史的に重要な位置を占
めてきました。市内には、御形神社本殿（国指定）をはじめとする歴史的建造物や美
術工芸品、民俗芸能、遺跡、天然記念物等、数多くの貴重な文化財が残されています。 
一方で、本市においても人口減少・少子高齢化が進行しており、地域経済や住民生

活に大きな影響を与えています。また、激甚化・頻発化する自然災害への備えも、地
域にとって重要な課題となっています。このことは、文化財の管理者不在による滅失
や散逸のリスク増加、祭礼や伝統芸能等の担い手不足に繋がり、文化財の保護と継承
が危ぶまれる事態をもたらしています。  
こうした中で、文化財や歴史文化を、地域コミュニティの絆としてだけでなく、観

光振興や地域活性化等の重要な役割を担う資源と位置づけ、地域社会総がかりでその
保存・活用を図り、後世へつないでいくことが私たちに課せられた責務と言えます。 
この度、策定しました宍粟市文化財保存活用地域計画は、『豊かな自然に育まれた

「しそう」の歴史が人々をつなぎ 文化財の継承を通じた地域への愛着と誇りにあふ
れるまち』を将来像とし、その実現に向けて文化財の保存・活用についての具体的な
取組を推進することとしています。市民、関係者の皆さまには、本計画へのご理解と
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
最後に、本計画の策定にあたり、ご尽力いただきました宍粟市文化財保存活用地域

計画策定協議会委員の皆さまをはじめ、宍粟市文化財審議委員、自治会アンケートや
ワークショップ等にご協力いただきました多くの市民、関係者の方々に心よりお礼を
申し上げます。 

令和８年（2026）３月 

宍粟市長 福 元 晶 三 
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序章 計画の作成にあたって 

１．計画作成の背景と目的 

宍粟
し そ う

市（以下、「本市」という。）は、平成 17 年（2005）４月１日に旧宍粟郡の山崎町、

一宮町、波賀町、千種町の４つの町が合併して誕生したまちで、兵庫県最高峰の氷ノ山を

はじめとする山々に囲まれ、揖保川や千種川等の清流に育まれた四季折々の美しい自然景

観に優れた地域です。 

本市はまた、古くからの歴史をもつ地域であり、その市名は奈良時代に編さんされた

『播磨国
はりまのくに

風土記
ふ ど き

』に記された「宍禾郡
しさわのこおり

」に由来します。この地には先史、古代から豊かな

森林・鉱物資源等の自然の恵みを求めて人々が集い、現代まで続く西播磨内陸部の文化・

経済の拠点、交通の要衝として特有の歴史文化を紡いできました。 

『播磨国風土記』に登場する伊和
い わ の

大神
おおかみ

の神話の他、市内各地には多様な伝説・民話が伝

わるとともに、社寺等の歴史的建造物、美術工芸品、伝統的な祭り、古代の遺跡や中世の

城館跡等の文化財が数多く残されています。 

これら地域の中で培われ、先人たちの不断の努力により守られてきた歴史文化や文化財

は、そこに暮らす私たちの誇りであり、本市の魅力をあらわす唯一無二の宝として、後世

に引き継ぐべき大切な財産です。 

一方、本市の人口は少子高齢化等により減少が続いており、その影響は地域経済や行財

政の縮小にとどまらず、コミュニティ機能の低下等、地域の活力維持に深刻な影響を与え

ています。このことは、文化財の保存・活用に携わる担い手と後継者の減少にもつながり、

祭りや伝統行事の中止、有形文化財の滅失や散逸のおそれ等、文化財の継承に大きな課題

が生じています。 

このような中、本市では第２次総合計画で「森林
も り

から創
はじ

まる地域創生」をまちづくりの

テーマに掲げ、「住み続けたい、住んでみたい」まちの実現に取組んでおり、そこで歴史文

化や文化財は、人々の地域への愛着と誇りを育み、連携していくための礎として重要な役

割を担うものと考えます。歴史文化、文化財を観光振興や地域活性化等に活用し、さらに、

その価値を共有することで、地域社会総がかりでの文化財保護の取組を循環させていくこ

とが必要です。 

これらをふまえ、宍粟市文化財保存活用地域計画（以下、「本計画」という。）は、本市の

豊かで多様な文化財を次代へと引き継ぎ、歴史文化の魅力あふれる地域づくりに活かすべ

く、市民及び地域、行政等の主体が一体となり、本市に関わる文化財の保存・活用を総合

的、計画的に推進していくためのマスタープラン（基本計画）かつアクションプラン（行

動計画）として作成しました。 
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２．計画の位置付け 

（１）文化財保存活用地域計画の概要 

文化財保存活用地域計画は、文化財保護法（以下、「法」という。）第 183 条の３に基

づく｢市町村の区域における文化財の保存及び活用に関する総合的な計画｣です。 

本計画は、法及び国の通知（「文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する

法律等の施行について（通知）」、平成 31 年（2019）３月 29 日）、国の指針（「文化財保

護法に基づく文化財保存活用大綱・文化財保存活用地域計画作成等に関する指針」、平成

31 年（2019）３月４日作成、令和７年（2025）３月 21日変更）に示される、各市町村に

おいて取組む目標や取組の具体的な内容を記載した、当該市町村における文化財の保存・

活用に関するマスタープラン（基本計画）かつアクションプラン（行動計画）として、法

第 183 条の３第２項各号に示す事項等について定めるものです。 
 
 

【文化財保護法 第 183条の３第２項】 

（文化財保存活用地域計画の認定） 

文化財保存活用地域計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

１．当該市町村の区域における文化財の保存及び活用に関する基本的な方針 

２．当該市町村の区域における文化財の保存及び活用を図るために当該市町村が講ずる 

措置の内容 

３．当該市町村の区域における文化財を把握するための調査に関する事項 

４．計画期間 

５．その他文部科学省令で定める事項 

 

【重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第 60条】 

（文化財保存活用地域計画の記載事項） 

法第 183条の３第２項第５号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 

１．文化財保存活用地域計画の名称 

２．文化財保存活用地域計画に係る事務の実施体制 

３．文化財保存活用地域計画の実施に当たり法第 184 条の２第１項の規定に基づき市町

村の教育委員会が行うこととする事務がある場合には、当該事務の内容 

４．その他参考となるべき事項 

 

【文化財保護法に基づく文化財保存活用大綱・文化財保存活用地域計画作成等に関する指針】 

地域の実情を踏まえ、必要に応じて、次に掲げる事項を記載することができる。 

・関連文化財群 

・文化財保存活用区域 

・地域計画の認定を受けた場合の事務処理特例の適用を希望する事務の内容 
 

図序-1 文化財保存活用地域計画の記載事項 
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（２）宍粟市文化財保存活用地域計画の位置付け 

本計画は、前項に示す記載事項を網羅した上で、本市における文化財行政に係る分野

別計画として、「第２次宍粟市総合計画」「宍粟市教育大綱」「第２期宍粟市社会教育振興

計画」を上位計画として反映を図るとともに、「兵庫県文化財保存活用大綱」を勘案して

作成しました。 

あわせて、庁内の関係部署との連携を図り、関連計画（分野別個別計画）との整合、連

携、調整を行いました。 
 

  

図序-2 宍粟市文化財保存活用地域計画の位置付け 

 

 

（３）上位計画、関連計画等の概要 

１）文化財保存活用大綱（県） 

①兵庫県文化財保存活用大綱－歴史文化遺産を未来に伝えるために－ 

計画期間：計画期間を定めず（令和２年(2020)３月策定） 

法第 183 条の２第１項に基づき、兵庫県が、市町や関係機関、民間団体等とともに、国の

支援を受けながら、地域の歴史文化遺産を未来へ伝えていくため、その保存と活用を推進す

るための指針を定めます。 

保存・活用に関する基本理念として「歴史文化遺産の着実な保存、継承と活用を進め、「地

域を愛する人」を増やし、「魅力あふれる兵庫」を実現する」を掲げ、その実現に向けた基本

方針として（１）歴史文化遺産の確実な保存対策の実施、（２）歴史文化遺産の積極的な活用、

（３）歴史文化遺産を未来に伝える人材の確保、（４）歴史文化遺産を未来へ伝える仕組みの構

築、（５）歴史文化遺産の魅力発信の強化を位置付けます。 
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２）上位計画等 

①宍粟市市民憲章 

平成 21年(2009)３月１日制定 

豊かな森林(もり)と清流、そして悠久の歴史と文化のもとで発展してきたまちとして、未

来に輝く宍粟市の創造に向けた４つの規範「守っていきたい 四季を織りなす 豊かな自然」

「伝えていきたい 祖先のあしあと 先人の知恵」「大切にしたい 敬うこころ 支えあいの輪」

「育てていきたい 宍粟を築く かがやく笑顔」を示します。 

②第２次宍粟市総合計画（基本構想・後期基本計画及び第２次宍粟市地域創生総合戦略） 

計画期間：令和４(2022)年度～令和８(2026)年度 

「人と自然が輝き みんなで創る 夢のまち」を将来像の理念として、宍粟市の最重要課題

である人口減少対策に取組むべく「森林(もり)から創(はじ)まる地域創生」をまちづくりの

テーマに掲げた本市の最上位計画です。 

文化財分野において「歴史と文化資源の保全・活用」を方針に掲げ、また観光振興として

「日本酒発祥の地」「発酵のふるさと」等をキーワードに文化財や歴史を効果的に結びつけた

観光資源の有効活用、魅力発信を位置付けます。 

③宍粟市教育大綱 

計画期間：平成 28(2016)年度～令和８(2026)年度 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、宍粟市の教育、学術及び文化の振興

に関する目標や施策の根本と方針を定めます。 

本大綱及び教育・文化・子育て分野に係る個別計画により、「宍粟市に住み続けたい、住ん

でみたい」「宍粟で子どもを産み育て、いつまでも元気に過ごしたい」と思われるまちづくり

を進めます。 

④第２期宍粟市社会教育振興計画（前期計画） 

計画期間：令和４(2022)年度～令和 13(2031)年度 

時代の変化に対応できる社会教育の推進に向けて、「「人をつなぐ 地域をつなぐ 未来へつ

なぐ」誰もが輝き活躍する 宍粟の生涯学習」を基本理念に、宍粟市の社会教育の基本方針や

基本施策を定めます。 

地域の歴史や伝統文化を次世代に継承すべく、「地域の歴史・文化に関する学習や展示・講

座の充実」「歴史・文化遺産の体系的な保存整理・調査研究と専門的人材の育成」「文化財の

公開・活用」等を施策に位置付けます。 

 

３）関連計画（分野別個別計画） 

①しそうの子ども生き活きプラン（宍粟市義務教育の振興に係る長期構想）（後期基本計画） 

計画期間：令和５(2023)年度～令和９(2027)年度 

宍粟市の教育振興基本計画として「夢と自信をもち 魅力あふれる宍粟の明日を担う人づく

り」を基本理念に掲げ、長期の視野に立った地域総がかりによる学校教育の確立に向けた取

組方針等を定めます。 

基本目標の１つである「生涯学び続け、活躍できる力を育てる」ため、社会教育施設や地

域社会とリンクした教育の推進を図ります。 
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②宍粟市都市計画マスタープラン 

計画期間：令和４(2022)年度～令和 13(2031)年度 

都市計画法に規定される「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として、宍粟市の都

市計画区域（山崎都市計画区域）における具体的な都市づくりの方針を定めます。 

都市の将来像を「自然・歴史と調和した安全・安心で暮らしやすいまち」と位置付け、地

域の歴史的文化的資源について、「緑と調和した歴史文化遺産の保全・活用」「地域資源を活

用した観光ネットワーク形成」「地域学習の推進」等を通じた保全と有効活用を図ります。 

③宍粟市環境基本計画（第３次） 

計画期間：令和４(2022)年度～令和８(2026)年度 

宍粟市環境基本条例に基づく「環境の保全と創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するための基本的な計画」として、環境の保全と創造に取組むための指針等を定めます。 

「豊かな森林
も り

を活用した環境づくり」を目標像に、基本施策の１つである「農村環境の維

持と魅力の向上」に向けて、オオサンショウウオをはじめとした身近にある貴重な自然環境

の保全に取組み、生物多様性の確保を図ります。 

④ふるさと宍粟の観光基本計画（第３次） 

計画期間：令和５(2023)年度～令和９(2027)年度 

ふるさと宍粟観光条例に基づき、観光立市の実現に関する取組を総合的かつ計画的に推進

するための計画として策定したものです。 

めざす観光の将来像を、「市民が住んでよかった、観光客が訪れてよかったと感じ、宍粟市

をふるさとと感じることのできる観光まちづくり」と定め、最大の観光資源である豊かな森

林資源、宍粟の悠久の歴史と発酵のふるさと、日本酒発祥の地等、宍粟市特有の地域資源を

活かした観光振興に取組みます。 

⑤宍粟市アウトドア活動推進計画 

計画期間：令和４(2022)年度～令和 13(2031)年度 

ふるさと宍粟の観光基本計画の下位計画として、アウトドア活動を通じた観光振興に関す

る実行計画として策定したものです。 

自然資源を最大限に生かしたアウトドアの推進に向けて、市内５つのエリアを設定し、エ

リア内・エリア間の回遊性を向上させるルート設定及び家原遺跡公園等の拠点施設の活用等

に取組みます。 

⑥宍粟市木育推進方針～SDGs推進に向けた森林（もり）を活用したまちの創造～ 

計画期間：計画期間を定めず（令和４年（2022）９月策定） 

SDGs（持続可能な開発目標）の推進に向け、宍粟市の豊富な自然資源を生かした「木育」

推進に向けた今後の方向性等を示す方針として策定したものです。 

施策の方向性の１つに「技術や文化を伝える」を掲げ、木材の利用技術や森林の恩恵から

生まれた文化を生かし、体験・学習機会の創出や普及活動により、森林から生まれた技術や

文化を次の世代に受け継ぐことに取組みます。 

⑦宍粟市強靱化計画 

計画期間：令和２(2020)年度から概ね５年 

国土強靱化基本法に基づく国土強靱化計画として、今後起こりうる自然災害への事前の備

えとして地域基盤と環境整備等の各種施策の指針を定めます。 

文化財に関する強靭化の推進方針として、「文化財の耐震化、防火対策、防災設備の整備等の

推進」「歴史資料館の展示物や収蔵物のほか、地域の有形・無形文化財の点検、記録」「指定等文

化財所有者との日常的な連絡体制の強化と未指定文化財に関する体系的な把握」を掲げます。 
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⑧宍粟市地域防災計画 

計画期間：計画期間を定めず（平成 18年（2006）11月策定、令和７年（2025）３月一部改訂） 

災害対策基本法の規定に基づく、宍粟市の防災行政に係る総合的な計画として、住民と地

域、行政が「自助」「共助」「公助」の３つの力を結集して減災と災害対策に取組むための方

針及び業務等を定めます。 

風水害及び地震に係る応急復旧対策計画として、「国・県・市指定文化財及び登録文化財等

の所有者及び管理者は、被害が発生した場合、宍粟市教育委員会を経由して兵庫県教育委員

会に報告する」ことを定めます。 

⑨宍粟市風景ビジョン 

計画期間：計画期間を定めず（令和４年（2022)10月策定） 

かけがえのない市民共有の財産である風景を未来へ引き継ぎ、魅力ある風景づくりを推進

するための基本的な考え方や方向性、進め方を定めます。 

「地域の個性を磨き まちがひとつになる「日本一の風景街道」」をスローガンに掲げ、「歴

史/文化と暮らし」の風景づくりとして、「歴史・文化的資源の活用」や「食文化でのおもて

なし」を通じて、歴史や文化と地域との結びつきを再発見していきます。 

⑩（兵庫県）宍粟市山崎町山崎地区歴史的景観形成地区景観ガイドライン 

計画期間：計画期間を定めず（令和元年（2019)11月策定） 

兵庫県「景観の形成等に関する条例」に基づく宍粟市山崎町山崎地区景観形成地区及び景

観形成重点区域の指定に伴い、地区の歴史的景観を保全していくための景観形成基準を定め、

その基本的な考え方等について解説したものです。 

 

３．計画期間 

本計画の計画期間は、本市総合計画（計画期間 10年）と連動した運用とすべく、令和８

(2026)年度から令和 17(2035)年度までの 10年間とします。計画期間の最終年には、計画の

最終評価をふまえて、総合計画等との整合、調整、反映を行い、計画の更新を行います。 
 

 
図序-3 計画期間 

 

なお、計画期間内においても、社会状況等の変化や上位、関連計画との整合を図りつつ、中

間その他必要に応じて見直しを行います。見直しにおいて「計画期間の変更」や「市内に存す

る文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更」、「地域計画の実施に支障が生じるおそれの

ある変更」が生じた場合は、文化庁と協議のうえ、法第 183条の４及び文部科学省令に基づき、

文化庁長官の変更の認定を受けるものとします。それ以外の軽微な変更が生じた場合には、兵

庫県及び文化庁へ情報提供を行います。 

令和4
（2022）

令和5
（2023）

令和6
（2024）

令和7
（2025）

令和8
（2026）

令和9
（2027）

令和10
（2028）

令和11
（2029）

令和12
（2030）

令和13
（2031）

令和14
（2032）

令和15
（2033）

令和16
（2034）

令和17
（2035）

令和18
（2036）

令和19
（2037）

年度

地
域
計
画

総
合
計
画

宍粟市文化財保存活用地域計画 ： １０年間

第２次宍粟市総合計画

中間 見直し

次期計画

全体見直し

次期総合計画（基本構想、基本計画）

整合

調整

反映

後期基本計画

整合

調整

反映

整合

調整

反映
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４．計画作成の体制及び経緯 

（１）作成体制 

本計画の作成にあたり、本市教育委員会社会教育文化財課が事務局となり、宍粟市文

化財保存活用地域計画策定協議会（以下、「策定協議会」という。）を設置しました。 

策定協議会は、法第 183 条の９に基づき、本市の文化財並びに歴史文化に精通し、文

化財の保存と活用に対する知見等を有する学識経験者をはじめ、市内文化財所有者、商

工・観光・まちづくり団体等の関係者、市民代表、行政職員等で構成し、本市の文化財の

現状及び課題に関することや文化財の保存・活用のあり方、方針及び措置に関すること

等について協議及び意見聴取を行い、計画案をまとめました。 

宍粟市文化財審議委員会（以下、「審議委員会」という。）は、市内の文化財の保存及び

活用に関する専門的技術事項を調査審議し、必要と認める事項を教育委員会に建議する

ために設置された組織であり、文化財に関する学識経験者により構成されます。法第 183

条の３第３項において、地方文化財保護審議会の意見を計画に反映させるよう定められ

ており、本計画の検討に係る状況並びに計画案等について審議委員会へ報告・協議し、

意見聴取しました。 
 

表序-1 宍粟市文化財保存活用地域計画策定協議会委員（令和７年（2025）８月現在） 

区 分 専 門 氏 名 所属、役職 備 考 

学識経験者  

関係団体 

地域住民 

文化財所有者代表 進 藤 智 彦 御形神社宮司 
 

 

歴史（近世・近代） 藪 田  貫 
兵庫県立歴史博物館名誉館長 

関西大学名誉教授 
会長 

歴史（古代・文化財

防災） 
松 下 正 和 

神戸大学地域連携推進本部 

特命教授 

 

 

民俗文化財 小 栗 栖 健 治 播磨学研究所所長 
令和６年 

10月７日退任 

歴史・考古 土 佐 雅 彦 
元ひょうご歴史研究室 

客員研究員 

 

 

歴史（中世） 岩 井 忠 彦 
宍粟市文化財審議委員会 

元会長 
副会長 

歴史（近世） 大 谷 司 郎 
宍粟市文化財審議委員会 

会長 

 

 

建造物・まちづく

り 
髙 橋 美 佐 子 

特定非営利活動法人播磨 

ヘリテージ研究所代表理事 

 

 

住民代表 野 村 和 男 宍粟市連合自治会長 
 

 

関係団体・商工 山 本  剛 宍粟市商工会事務局長 
 

 

関係団体・観光 西 山 大 作 
公益財団法人しそう森林王国

観光協会 常務理事 

 

 

関係団体・ボラン

ティア 
坂 本 忠 彦 

やまさきまち歩きガイドの会

会長 

 

 

学校教育関係者 清 水 章 仁 中学校社会科担当教諭 
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区 分 専 門 氏 名 所属、役職 備 考 

行政関係 

県行政 

柏 原 正 民 
兵庫県教育委員会事務局 

文化財課長 

令和 

５・６年度 

服 部  寛 
兵庫県教育委員会事務局 

文化財課長 
令和７年度 

市行政 

西 嶋 義 美 
宍粟市市長公室 

地域創生課長 
令和５年度 

久 内 康 伸 
宍粟市市長公室 

地域創生課長 

令和 

６・７年度 

中 尾 善 弘 
宍粟市市民生活部次長 

兼まちづくり推進課長 

 

 

藤 原 慎 一 郎 
宍粟市産業部 

商工観光課長 

 

 
 

表序-2 宍粟市文化財審議委員会委員（令和５（2023）年度～令和７（2025）年度） 

専門分野 氏 名 備 考 

歴  史 岩 井 忠 彦 
令和５・６年度 会長 

令和７年３月31日退任 

 大 谷 司 郎 
令和５・６年度 副会長 

令和７年度 会長 

 堂 場 政 彦 令和７年３月31日退任 

 小 林 由 佳 子  

 進 藤 智 彦 令和７年４月１日新任 

建 造 物 髙 橋 美 佐 子  

伝統芸能 小 林 盛 司 令和７年度 副会長 

史  跡 志 水 豊 章  

 鳥 居 政 義  

植  物 鳥 越   茂  

任期：令和５年（2023）４月１日～令和７年（2025）３月 31 日 

   令和７年（2025）４月１日～令和９年（2027）３月 31 日 
 

（２）作成の経緯 

本計画は、令和５(2023)年度から令和７(2025)年度に作成しました。 

策定協議会は、令和５年（2023）９月８日の第１回会議以降、計６回の会議を開催し、

計画作成のための調査手法や歴史文化の特性、文化財の保存・活用にかかわる課題及び

方針、措置等について協議しました。あわせて、審議委員会へ意見を聴取し、計画へ反

映しました。 

また、令和５(2023)年度に自治会アンケート調査、令和６(2024)年度に市民ワークシ

ョップを実施し、地域や市民からいただいた情報、意見等を計画へ反映するとともに、

令和７(2025)年度にパブリックコメントを実施し、計画案に対する意見を募集しました。 

このほか、文化財の保存・活用に係る事業や取組を分野横断的に推進するため、庁内

の関係課との調整を図りました。また計画の作成に関して、文化庁文化資源活用課より

指導、助言を得るとともに、兵庫県教育委員会事務局文化財課の助言を得ました。 
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表序-3 計画作成の経緯 

 
  令和５(2023)年度 

7月 4日 宍粟市文化財審議委員会 計画の進捗状況報告及び意見聴取 

9月 8日 
第１回 宍粟市文化財保存活用

地域計画策定協議会 

計画作成の背景や目的 

宍粟市の歴史文化及び文化財の現況等 

11 月～12月 自治会アンケート調査 
地域に受け継がれる文化財の掘り起こし 

保存・活用の課題及び意向の把握等 

2月 2日 文化庁協議 
計画内容について指導、助言 

今後の作成スケジュール等協議 

2月 9日 
第２回 宍粟市文化財保存活用

地域計画策定協議会 

アンケート調査報告（速報） 

保存・活用の将来像、基本的な方向性 

（計画骨子）の検討等 

3月 1日 宍粟市文化財審議委員会 本計画の進捗状況報告及び意見聴取 
    

令和６(2024)年度 

4月 19日 宍粟市政策会議 本計画骨子案の承認 

7月 5日 
第３回 宍粟市文化財保存活用

地域計画策定協議会 
保存・活用に関する課題・方針・措置等 

7月 25日 宍粟市文化財審議委員会 本計画の進捗状況報告及び意見聴取 

8月 26日 文化庁協議 本計画素案について指導、助言 

9月 25日 
第４回 宍粟市文化財保存活用

地域計画策定協議会 

市民ワークショップの実施報告 

保存・活用の措置の検討等 

10 月 31日 文化庁 主任調査官現地視察 
市内の主な文化財及び関連施設等の確認 

本計画作成等について指導、助言 

11 月～12月 

市民ワークショップ 

みんなで守り活かしたい 

 ～しそうの文化財 大発掘～ 

大切にしたい、受け継いでいきたい地域の

文化財の聞き取り 

保存・活用の課題や取組のアイデア等につ

いての意見交換 

11/14 山崎町 12/10 一宮町 

12/11 波賀町 11/28 千種町 
 

1月 29日 
第５回 宍粟市文化財保存活用

地域計画策定協議会 

市民ワークショップの開催報告 

本計画素案の検討等 

3月 11日 宍粟市文化財審議委員会 本計画の進捗状況報告及び意見聴取等 
    

令和７(2025)年度 

4月 24日 
宍粟市文化財保存活用地域計画 

策定協議会（第１回臨時） 

正副会長及び選出委員による本計画素案の

内容校正 

5月 21日 宍粟市政策会議 本計画素案の承認 

6月 9日 

～7 月 9日 

パブリックコメントの実施 本計画素案の意見聴収 

 ⇒意見提出件数：30件（４人） 

議会から意見聴収 ⇒議員意見件数：４件 

7月 25日 
宍粟市文化財審議委員会 本計画案についての意見聴取 

本計画の認定申請についての承認 

8月 1日 
第６回 宍粟市文化財保存活用

地域計画策定協議会 

本計画最終案の検討等 

8月 20日 
宍粟市文化財保存活用地域計画 

策定協議会（第２回臨時） 

正副会長及び選出委員による本計画の最終

校正 

 

⇒延べ 
 35名参加 
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５．用語の定義 

（１）文化財 

１）法及び条例に示す文化財の定義について 

法第２条において、文化財は有形文化財（建造物、美術工芸品）、無形文化財、民俗文

化財（有形の民俗文化財、無形の民俗文化財）、記念物（遺跡、名勝地、動物・植物・地

質鉱物）、文化的景観、伝統的建造物群の６つの類型に定義されます。このうち、文部科

学大臣が文化審議会に諮問し、その答申を受けて、重要なものについては指定・選定、

必要のあるものについては選択、保存及び活用についての措置が特に必要とされるもの

については登録を行います。また、埋蔵文化財（法第 92条）及び文化財の保存技術（法

第 147 条）についても、保護の措置を講ずるものとしています。 

兵庫県は、兵庫県文化財保護条例において、種類や特性から、法に定義する有形文化

財、無形文化財、民俗文化財及び記念物を文化財とします。このうち、国による保護の

対象とならないものの、県にとって重要なものについて、兵庫県教育委員会が兵庫県文

化財保護審議会に諮問し、その答申を受けて指定、登録を行います。 

本市は、宍粟市文化財保護条例において、本市にとって価値ある有形文化財、無形文

化財、民俗文化財及び記念物を文化財とします。このうち、国または県による保護の対

象とならないものの、市にとって重要なものについて、宍粟市教育委員会が審議委員会

に諮問し、その答申を受けて指定を行います。 
 

 

 

 

 

  

 
図序-4 文化財保護法における文化財の体系（出典：文化庁） 
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２）本計画の対象とする文化財（「しそうの文化財」） 

前項の定義をふまえ、本計画の対象とする文化財（「しそうの文化財」）を、「指定等文

化財」及び「未指定文化財」とします。 

「指定等文化財」は、６つの類型（有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文

化的景観、伝統的建造物群）に該当するもの及び文化財の保存技術について、国・県・市

による指定等（指定、選定、選択、登録）の措置が施されている文化財です。 

「未指定文化財」は、指定等は受けていなくとも、地域の歴史や自然の特性を物語る

ものや、人々の暮らしに大切に受け継がれてきたもの等であり、６つの類型及び埋蔵文

化財に加えて、伝承や言い伝え、地名、方言、遊びといったその他の文化財を含みます。 

これら指定等文化財及び未指定文化財のすべてが「しそうの文化財」として誇るべき

文化財であり、これら文化財と周辺環境が一体となり、多様な価値観を包摂する歴史的・

文化的・自然的な総体として本市の歴史文化を形作っています。 

 

 
図序-5 本計画に位置付ける文化財（「しそうの文化財」）（概念図） 
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（２）地域区分 

本市は、古代の「宍禾郡」を由来に持ち、明治時代に編制された１町 18村からなる宍

粟郡（一部は市外）としての変遷を経て、平成 17年（2005）４月１日に山崎町・一宮町・

波賀町・千種町の４町が合併して誕生した市です。 

現在も、旧４町がそれぞれの歴史的背景を大切に一体的な市域を形成している経緯を

鑑み、本計画における地域区分として「山崎町」「一宮町」「波賀町」「千種町」の４地域

を設定します。 

 

  

図序-6 地域区分 
（出典：国土数値情報（国土交通省）[行政区域]を元に作成） 
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